
 

令和３年３月よりマイナンバーカードが健康保険者証として利用できる仕組み（オンラ

イン資格確認）が導入される予定です。 

マイナンバーカードを健康保険者証として利用するためには、利用申込が必要になりま

す。申込方法につきましては、こちらをご参照ください。 

また、マイナンバーカードと現在の健康保険者証のどちらを提示しても医療機関を受診

することができます。 

 

 

 

 

厚生労働省によりますと、令和３年３月開始（予定）時点では、およそ６割の医療機関・薬局がオンライン資格確認の

導入を目指しています。利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホーム

ページで公表予定です。このため、かかりつけの医療機関・薬局が対応されていない場合は、今まで通り健康保険者証を

提示していただくことになります。 

                  

個人番号の届出がされていない方や、紛失等により個人番号 

を変更された方は当健康保険組合へ速やかに届出をしてくだ 

さいますようご協力をお願いいたします。  

  

http://www.denkoukenpo.or.jp/oshirase/pdf/030215.pdf

